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付
番
号 

受
付
月
日 

東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 1 

議席番号 番 氏 名 

会派名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施政方針につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施政方針に「公共施設の管理体制の見直しでは、

平成 28年度に策定した東郷町公共施設等総合管

理計画について、新たに策定した各施設の個別計

画を盛り込み、施設の建設・改修・修繕の状況や

老朽化の程度を勘案しながら、本町の公共施設を

総合的に管理できるよう見直し実施する」とある

が施政方針には具体的な事業が示されてない。今

年 4月に、改正バリアフリー法が施行されると既

存の学校にも改善のための努力義務が課せられて

くる可能性があり、さらに、公立の小中学校は 9

割以上が災害時の避難所に指定されているため、

高齢者に優しい避難所づくりも必要とされてくる

など、本町の公共施設の多くの課題に対し今後ど

のように進めていくのか確認をさせて頂きたい。

                 

⑴ 老人憩の家管理事業について 

ア 東郷町公共施設総合管理計画には、「建設

から 39年が経過し老朽化が進行、耐震補強

には多額の費用がかかる。施設維持は、困

難、今後、機能移転・閉鎖を視野に入れ施

設の在り方を検討」とあるが、現在、利用

できない状況の老人憩の家を今後、どのよ

うにしていく予定か。尾三衛生組合とは、

どのような話し合いになっているか。 

イ 平成 28年度に管理計画が策定され、今日

まで多額の維持管理費をかけて維持してき

たのには何かしらの目的、理由があると思

うがそれを伺いたい。 

ウ 今後、取壊しの考えはあるか。取壊しをす

るとしたら、いつ頃行う予定か。費用として

どれほどを試算しているか。 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 川  淳  

高 木 佳 子 

○ ○ ○ ○ 

６ 
       ２月１２日 

午前・午後  ９時 ４６分 

 1 

公明党 

○○○○○○○○○○ 



 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 2 １番 氏名 高 木 佳 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 町制 50周年

お祝い給食につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 健康づくりに

 ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 老人憩の家の取壊し後は、「いこまい館シ

ニアハウス」が代わりの施設となるのか。 

 

⑵ 公立小中学校のバリアフリー化について 

ア 町内の小中学校のバリアフリー化の現状

を伺う。 

イ 改正バリアフリー法が施行されることを

考えての整備計画の検討はされているか。 

 

⑴ 令和２年、本町は「町制 50周年」を迎え、

記念行事等もさまざま検討され町民の皆さま

はじめ職員の皆さま、私たち議員も楽しみにし

てきたが、残念ながら新型コロナウイルスの感

染拡大を鑑み中止せざるを得ない状況になっ

てしまった。しかし、子どもたちの「お祝い給

食」は、令和２年 10月から毎月実施の予定と

なっている。その経緯を伺う。 

ア もともとの「50周年お祝い給食」は、愛

知県産名古屋コーチンを使ったメニューと

記憶している。毎月提供することになった理

由は。 

イ また、アレルギー対応の「ニコニコ給食」

は学期に 1度の実施と記憶している。しか

し、お祝い給食と合わせ 4回の実施予定とし

た理由は。 

 

⑴ 東郷町施設サービス・健康事業部が行ってき

た、健康づくり等事業について伺う。 

ア 健康づくり事業の現在の取り組み状況を

伺う。 

イ 今後の健康づくり事業の取り組み計画を

伺う。 

             

      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 


